
29） この作業原則におけるリスク管理者としてのコーデックス委員会とその  

下部組織は、利用可能なリスク管理の選択肢に対する最終的な提案や決定を行  

う前に、リスク評価の結果が提示されることを保証するべきである。とりわけ、  

規格や上限値を設定する際に、パラグラフ10で規定された方針を念頭において  

このことを保証するべきである。  

30） 合意された結論に達するために、リスク管理には、フードチェーン全体  

において用いられる伝統的な方法を含めた生産・貯蔵・取り扱いの方法及び分  

析・サンプリング・検査法、施行と遵守の実現可能性、さらには健康への特定  

の悪影響（病気や中毒など）の流行の程度を考慮に入れるべきである。  

31）リスク管理の過程では、透明性が保たれ、首尾一貫性がなくてはならず、  

その過程を完全に文書化しなければならない。リスク管理に関するコーデック  

スの決定と勧告を文書化すると同時に、すべての関係者がリスク管理について  

より広範に理解できるよう、個別のコーデックス規格及び関連文書において適  

宜明確に、この決定と勧告に言及するべきである。  

32）リスク管理に係る結論を下すために、有効なリスク管理の選択肢の評価  

をする際には、同時にリスク管理の初期作業の結果とリスク評価の結果を考慮  

するべきである。  

33）  リスク管理の選択肢を、リスク分析の範囲と目的及びこれらのリスク管  

理の選択肢が達成する消費者の健康保護の水準の観点から評価するべきである。  

何も措置をとらないという選択肢についても考慮するべきである。  

34） 不当な貿易障壁を避けるために、リスク管理はあらゆる場合において意  
思決定過程の透明性及び一貫性を保証するべきである。広範囲のリスク管理の  

選択肢の評価においては、想定され得る利点と不都合な点をできる限り考慮す  

るべきである。さまざまなリスク管理の選択肢の中から1つ選ぶ際には、どれ  

でも消費者の健康保護に同等に効果的である場合、コーデックス委員会及びそ  

の下部組織は、このような措置が加盟国間の貿易に及ぼすであろう影響を検討  

し、必要以上に貿易を制限しない措置を選択するべきである。  

35） リスク管理では、経済的結果とリスク管理の選択肢の実現可能性を考慮  

に入れるべきである。さらにリスク管理では、規格、ガイドライン及びその他  

の勧告を制定する際に、消費者の健康保護と整合性のとれた別の選択肢の必要  
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性を認識すべきである 。これらの要素を考慮に入れる際には、コーデックス委  

員会及びその下部組織は、発展途上国の状況に特別の注意を払うべきである。  

36） リスク管理は、リスク管理の決定の評価と見直しにおいて新たに作成さ  

れたすべてのデータを考慮するような継続的な過程であるべきである。食品規  

格及び関連文書は、リスク分析に関する新たな科学的知見やその他の情報を反  

映するために、必要に応じて定期的に見直し改正するべきである。  

リスクコミュニケーション  

37） リスクコミュニケーションは、  

i）リスク分析において検討されている個別の問題の認識と理解を促  

進し、  

立）リスク管理の選択肢／勧告を策定する際の一貫性と透明性を促進  

し、  

昆）提案されたリスク管理の決定を理解するための健全な根拠を提供  

し、  

iv）リスク分析の全体的な効果と効率を向上させ、  

Ⅴ）参加者間の業務上の関係を強化し、  

扇）食料供給の安全性への信頼と信用を高めるため、過程に対する巾  

民の理解を培い、  

通）すべての関係者の適切な参加を促進し、  

沌）食品に係るリスクへの関係者の関心について情報交換する  

べきものである。  

38） リスク分析は、リスク評価者（mO／WHO合同専門家委員会・会議）と  

リスク管理者（コーデックス委員会とその下部組織）との間の明瞭かつ対話的  

であって、文書によるコミュニケーションと、全過程における加盟国及び関心  

を持つあらゆる組織との双方向のコミュニケーションを含むべきである。  

39）リスクコミュニケーションは単に情報の普及にとどまるべきではない。  

その主な働きは、効果的なリスク管理に必要なあらゆる情報や意見が意思痍定  
過程に反映されることを保証することである。  

40） 関係者とのリスクコミュニケーションは、リスク評価方針と不確実性に  

ついての説明を含めたリスク評価についての明白な説明を含むべきである。不  

確実性はどのように取り扱われるかといったことも含め、個々の規格や関連文  

書の必要性やそれらの決定に際して用いられた手続きについても、明確に説明  
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するべきである。リスクコミュニケーションは、あらゆる制約、不確実性、仮  

定、それらの リスク分析に及ぼす影響、さらにはリスク評価の中で出された少  

数意見について示すべきである（パラグラフ25参照）。  

41） 本文書におけるリスクコミュニケーションの指針は、コーデックス委員  

会の枠組みにおけるリスク分析の実施に関係するあらゆる者を対象にしている。  

しかしながら、機密性を守るための正当な懸念を尊重すると同時に、この過程  

に直接従事しない者や他の関係者にとって、コーデックスの作業ができる限り  

透明性をもち、入手しやすいものであることも重要である（パラグラフ6参照）。  
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